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－管理組合活動活性化支援－



本日の内容（要支援マンションに対する専門家派遣）

①派遣対象の管理組合の選定方法

②専門家派遣の具体的な支援の内容

③今後の展開
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１ 派遣対象の管理組合の選定方法

※調査対象：区分所有法改正の1983（昭和58）年以前に建築され、
かつ６戸以上・非木造の市内のマンション2,881棟の
管理組合1,425件（調査当初の1,453件から対象外を除いた件数）

回答結果（R1～4年度）

調査項目
合計

（全回答数1,117件）
１ 管理不全を判断する上での最重要項目
ア 管理組合設立 80
イ 総会の開催 27
ウ 理事会の開催 159
エ 管理規約の作成 45

２ 適正な管理を行うために必要な項目
ア 修繕積立金の設定 37
イ 長期修繕計画の策定、見直し 245
ウ 大規模修繕工事の実施 12
いずれか一つでも「無い」と回答（要支援マンション） 335

マンション実態把握調査の回答結果により、管理状況に
課題のあるマンションを「要支援マンション」として選定。
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１ 派遣対象の管理組合の選定方法

Ｒ３から調査票の郵送に加えて訪問調査を実施し、
より多くの要支援マンションの把握が進んだ。

郵送のみ

郵送＋
訪問調査

※１ 賃貸マンション等の精査による調査母数の減あり
※２ R2未回答マンションのうち、対象を２区に限定して調査実施
※３ R3調査対象外から回答あり
※４ R2未回答マンションのうち、対象を６区に限定して調査実施
※５ 新たに調査対象マンションが１件増

調査母数※1 調査対象数 回答数 回答率
回答における
要支援ﾏﾝｼｮﾝ

の割合

Ｒ１ 1,453 1,453 643 44.3% 27.4%

Ｒ２ 1,452 809 293 36.2% 30.4%

Ｒ３ 1,438 126※2
60

(10)※3
47.6% 38.3%

Ｒ４ 1,424 168※4
110

(1)※5
65.5% 42.7%

合計 ー 1,425※5 1,117 78.4% 30.0%
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１ 派遣対象の管理組合の選定方法

「要支援マンション」に電話やチラシ郵送による働きかけを
行い、専門家派遣の制度説明を希望するマンションに対し、
訪問による制度案内を実施。

要支援マンション

電話連絡制度案内を郵送

専門家派遣を希望するマンション

訪問による制度案内

管理組合活動活性化支援（専門家派遣）
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１ 派遣対象の管理組合の選定方法

支援のきっかけとしては、電話やチラシ郵送のほか、
現状に危機感を持ったマンション側からの相談も多い。

支援のきっかけ（R1～R4年度）

※12件の他、実態把握調査開始前に４件支援実績あり

支援実績
12件

市からの
働きかけ４件
（TEL3 DM1）

市の交流会等を通じた
相談５件

区役所を通じた
相談１件

その他２件
（マンション管理士
からの情報提供等）
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２ 専門家派遣の具体的な支援の内容（制度概要）

支援制度の概要

管理組合活動活性化支援

２名（マンション管理士、一級建築士等）

管理組合活動に対する意見の整理及びアドバイス

各種議事録及び対応策等の資料作成

関係資料の収集及び提供

総会及び理事会に係る開催支援

原則２年

年度あたり最大７回

無料（市費及び国の交付金を活用）

制度名

派遣する専門家

支援期間

支援内容

派遣回数

派遣費用
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２ 専門家派遣の具体的な支援の内容（事例紹介）

要支援マンションに多い
30戸以下の小規模・自主管理の高経年マンションの事例

建物概要

昭和55年築、20戸（店舗あり）、自主管理

支援前のマンション状況

・管理規約未改正

・総会議事録などの記録が不明瞭

・長期修繕計画未作成

・管理費と修繕積立金の金額設定の根拠なし

・理事の担い手不足

建物概要

支援前のマンション状況
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２ 専門家派遣の具体的な支援の内容（事例紹介）

支援の内容

➡管理規約や長期修繕計画の勉強会などを通じて、
２年間かけてマンションの課題整理や適正管理の
必要性への理解を深める土台づくりを行った。

マンション内の課題整理
マンション管理の基礎知識の共有
現行規約における課題整理、説明
標準管理規約の説明（勉強会実施）

１年目

規約改正に向けた検討、課題整理
（法律や実態と照らし合わせて整理）

理事会（理事長）業務の棚卸
長期修繕計画の説明
長期修繕計画の作成イメージの共有

２年目
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２ 専門家派遣の具体的な支援の内容（事例紹介）

支援の成果と住民の声

マンションの課題共有
マンション管理における知識向上
管理規約、長期修繕計画に対する理解向上
管理規約改正（案）の作成 ※今後総会に諮る予定

支援の成果

管理規約を読まずにマンションに入居しており、
初めて知ることも多かった。
住民同士の話し合いの良いきっかけとなった。
マンションに住んでいると、日々のトラブルも多く、
対応方法に悩むことも多かったが、個人の考えによる
対応ではなく、規約をはじめルールに沿った対応方法を
知る良い機会となった。

住民の声
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３ 今後の展開

課題と対応の方向性

課題 ：年数が経つと支援前の状況に戻る恐れ

方向性：定期的な状況把握、専門家活用等の提案

１ 支援後のフォローアップ

課題 ：長計未作成の要支援マンションが多いものの、
２年間の支援で長計作成まで進むケースは少ない

方向性：長計作成の支援の強化
（作成費用補助、長計作成に特化した専門家派遣の検討）

２ 長期修繕計画作成支援の強化

課題 ：要支援マンションの支援は豊富な知識や経験が必要

方向性：専門家向けガイドブックの作成、研修の充実

３ 専門家の人材育成
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３ 今後の展開

専門家向けガイドブックのご紹介

Ｒ４にマンション管理適正化・再生推進事業を活用し作成

※市に登録している専門家に配付
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ご清聴ありがとうございました。


